
仕 様 書 
 

１ 件  名  防火対象物点検業務委託（市民交流活動センター） 

 

２ 履行期間  契約締結日から令和６年（２０２４年）３月３１日まで 

 

３ 履行場所  草加市谷塚町７５２番地  草加市立市民交流活動センター 

 

４ 支払方法  業務完了払（年１回払） 

 

５ 委託内容 

  履行場所にある防火対象物について、消防法第８条の２の２第１項（防火対象物の点検及

び報告）に基づく点検及び報告（報告書の作成及び届出を含む）を行う。 

 ⑴ 点検回数 

   年１回 

   ※ 令和６年(2024 年)１月実施（日時等は、別途協議する。） 

 ⑵ 点検対象施設面積（延床） 

   １３４４．８㎡ 

 

６ 調査資格 

  次の資格を有すること。 

  防火対象物における火災の予防に関する専門知識を有する者で、総務省令で定める資格を

有するもの。 

 

７ 提出書類 

  点検に先立ち、次のものを提出すること。 

 ⑴ 点検資格者証明書の写し 

 ⑵ 点検者名一覧（点検責任者を明記のこと。） 

 ⑶ 点検計画書（予め担当者と打合せの上、決定した防火対象物点検の日程） 

 

８ その他 

 ⑴ 業務上知り得た事項を漏らしてはならない。 

 ⑵ 草加市環境マネジメントに基づく取組に協力すること。 

 ⑶ 草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例（平成１９年条例第１６号）第

６条及び草加市が締結する契約からの暴力団排除措置要綱（平成８年告示第１５５号）

第９条の規定に基づき、次の事項を遵守すること。 

  ① 受注者及び受注者の下請け業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為に

よる被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、市長に報告する

とともに、所轄の警察署に通報すること。 

  ② 受注者は、市及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じること。 



 ⑷ 仕様に疑義が生じた場合は、担当と協議すること。 

 

９ 問合せ先 

⑴ 仕様書の記載内容に関すること（入札前） 

草加市役所 契約課 

電話０４８（９２２）１１２９（直通） 

⑵ 同等品以上の代替物の協議に関すること、契約締結後の問合せ先 

   草加市市民活動センター 小西 

   電話０４８（９２０）３５８０ 

 



（案） 

 

仕 様 書 

 
 

１ 件  名 さかえ保育園・子育て支援センター防火対象物保守点検業務委託 

２ 履行期間 契約締結日から令和６年（２０２４年）３月３１日まで 

３ 履行場所 草加市松原一丁目３番１号 

       草加市立さかえ保育園・草加市子育て支援センター 

４ 支払方法 業務完了払い（年１回） 

５ 委託内容 履行場所にある防火対象物について、消防法第８条の２の２第１項 

      （防火対象物の点検及び報告）に基づく点検及び報告（報告書の作成 

      及び届出含む）を行う。 

６ 点検防火対象施設面積（延床） 

       ３，０５９．４４㎡ 

７ 調査資格 次の資格を有すること。 

防火対象物における火災の予防に関する専門知識を有する者で、総務      

省令で定める資格を有する者 

８ そ の 他 

 ⑴ この仕様書に記載のない事項については、別途協議すること。 

 ⑵ 業務上知り得た事項を漏らしてはならない。 

 ⑶ 支払の請求については、２課（保育課及び子育て支援センター）に分割し請求 

  書を送付するものとし、請求割合については協議の上、決定すること。 

 ⑷ 草加市環境マネジメントに基づく取り組みに協力すること。 

 ⑸ 草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例（平成１９年条例第１６ 

  号）第６条及び草加市が締結する契約からの暴力団排除措置要綱（平成８年告示 

  第１５５号）第９条の規定に基づき、次の事項を遵守すること。 

  ① 受注者及び受注者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行 

   為による被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、市長 

   に報告するとともに、所轄の警察署に通報すること。 

  ② 受注者は、市及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じる 

   こと。 

 

９ 問合せ先  

 ⑴ 仕様書の記載内容に関すること（入札前） 



（案） 

   草加市役所 契約課 

   電話０４８（９２２）１１２９ 

 ⑵ 契約締結後の問合せ先 

   草加市役所 子ども未来部施設担当  

   電話０４８（９２２）１４９３ 

 

 



仕 様 書 

１ 件 名 防火対象物点検業務委託 

 

２ 履行期間 令和５年(2023年)５月３１日から令和６年(2024年)３月３１日まで 

 

３ 履行場所 草加市立勤労青少年ホーム、草加市立住吉児童館 

（草加市住吉二丁目２番８号） 

草加市立新栄児童センター 

（草加市新栄四丁目８１３番地３２） 

 

４ 支払方法 業務完了払（年１回） 

 

５ 委託内容 

履行場所にある防火対象物について、その機能を保全するため、消防法第８条の

２の２の規定及びその他関係法令に基づく点検及び報告（報告書の作成及び届出を

含む）を行う。 

 

６ 点検対象施設（延床面積） 

草加市立勤労青少年ホーム ６５９．２２㎡ 

草 加 市 立 住 吉 児 童 館 ３７２．８６㎡ 

草加市立新栄児童センター ３８４．３１㎡ 

 

７ 調査資格 

防火対象物における火災の予防に関し専門知識を有する者で、総務省令で定める

資格を有していること 

 

８ その他 

⑴ 業務上知り得た事項を漏らしてはならない 

⑵ 草加市環境マネジメントシステムに基づく取組に協力すること。 

⑶ 草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例（平成１９年条例第１６

号）第６条及び草加市が締結する契約からの暴力団排除措置要綱（平成８年告示

第１５５号）第９条の規定に基づき、次の事項を遵守すること。 

ア 受注者及び受注者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行

為による被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、市長

に報告するとともに、所轄の警察署に通報すること。 

イ 受注者は、市及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じる

委託番号  

契約形態 業務委託 



こと。 

⑷ 仕様に疑義が生じた場合は、担当課と協議すること。 

 

９ 問合せ先 

⑴ 仕様書の記載内容に関すること（入札前） 

草加市役所 契約課 

電話０４８（９２２）１１２９（直通） 

⑵ 契約締結後の問合せ先 

草加市役所 子ども育成課 児童・青少年係 山口 

電話０４８（９２８）６４２１（直通） 



 

仕 様 書 

 

１ 件  名 防火対象物保守点検業務委託（勤労福祉会館） 

２ 履行期間 契約締結日から令和６年（２０２４年）３月３１日まで 

３ 履行場所 草加市旭町六丁目１３番２０号 草加市立勤労福祉会館 

４ 支払方法 業務完了払い（年１回払） 

５ 委託内容 

  履行場所にある防火対象物について、消防法第８条の２の２第１項（防火対象物の 

 点検及び報告）に基づく点検及び報告（報告書の作成及び届出含む）を行う。 

 ⑴ 点検回数 

   防火対象物定期点検 年１回（日程は、協議し決定） 

 ⑵ 点検内容 

  ① 消防関係届出書の確認 

    （消防用設備等点検結果報告、防火管理者選任（解任）届、消防計画、消防訓 

   練実施届等） 

  ② 防火対象施設の点検 

    （消防設備、避難階段、防火戸等の状況、防火物品の表示確認など） 

  ③ 火を使用する設備、危険物貯蔵状況の確認など   

 ⑶ 点検責任者及び点検従事者 

   点検を実施するに当たり、防火対象物点検資格者を責任者と定め、発注者が指名 

  する担当職員の承諾を得ること。 

 ⑹ 提出書類 

   点検に先立ち、次のものを提出すること。 

  ① 防火対象物点検資格者の証明書の写し 

  ② 点検者名一覧（作業責任者を明記のこと） 

  ③ 点検計画書（予め担当者と打ち合わせの上決定した点検の日程） 

 ⑺ 記録の作成及び報告書の提出 

   防火対象物点検を実施したときは、平成１４年１１月２８日付け消防庁告示第８ 

  号に定める点検表を作成し、点検結果報告書を提出すること。 

６ 点検防火対象施設面積（延床） １，６９９．８㎡ 

７ 調査資格 

  次の資格を有すること。 

  防火対象物における火災の予防に関する専門知識を有する者で、総務省令で定める 

 資格を有するもの。 



 

８ その他 

 ⑴ 業務上知り得た事項を漏らしてはならない。 

 ⑵ 草加市環境マネジメントシステムに基づく取組に協力すること。 

 ⑶ 草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例（平成１９年条例第１６号） 

  第６条及び草加市が締結する契約からの暴力団排除措置要綱（平成８年告示第１５５ 

  号）第９条の規定に基づき、次の事項を遵守すること。 

  ① 受注者又は受注者の下請業者が不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為に 

   よる被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、市長に報告 

   するとともに、所轄の警察署に通報すること。 

  ② 受注者は、市及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じるこ 

  と。 

 ⑷ 履行期間中に、本案件に係る法令等の制定及び改廃があった場合は、仕様書等 

   の変更によることなく、その内容を遵守すること。 

 ⑸ 仕様に疑義が生じた場合は、担当課と協議すること。 

 

９ 問合せ先 

 ⑴ 仕様書の記載内容に関すること（契約締結前） 

   草加市総務部契約課 

   電話０４８（９２２）１１２９（直通） 

 ⑵ 仕様書の記載内容に関すること（契約締結後） 

   草加市市民生活部くらし安全課消費労政係 担当 石橋  

   電話０４８（９４１）６１１１（直通） 







 委託番号  
契約形態 業務委託 

 

 

仕 様 書 

 

１ 件  名 防火対象物点検業務委託（柿木公民館） 

 

２ 履行期間 契約締結の日から令和６年（２０２４年）３月３１日まで 

 

３ 履行場所 草加市立柿木公民館 

       草加市柿木町１２６３番地 

 

４ 支払方法 業務完了払（年１回払） 

  

５ 委託内容 履行場所にある防火対象物について、消防法第８条の２の２第１項（防火対象 

       物の点検及び報告）に基く点検及び報告（報告書の作成及び届出含む）を行う。 

 

６ 点検防火対象施設面積（延床） 

       ９７０．２７㎡ 

 

７ 調査資格 次の資格を有すること。 

       防火対象物における火災の予防に関する専門知識を有する者で、総務省令で定 

       める資格を有する者 

 

６ その他  

 ⑴ 業務上知り得た事項を漏らしてはならない。 

 ⑵ 草加市環境マネジメントシステムに基づく取組に協力すること。 

 ⑶ 草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例（平成１９年条例第１６号）第６条及

  び草加市が締結する契約からの暴力団排除措置要綱（平成８年告示第１５  ５号）第９条の

  規定に基づき、次の事項を遵守すること。 

  ① 受注者及び受注者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為による被害

   を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、市長に報告するとともに、所轄

   の警察署に通報すること。 

  ② 受注者は、市及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じること。 

 ⑷ 仕様に疑義が生じた場合は、担当課と協議すること。 

 

７ 問合せ先 

 ⑴ 仕様書の記載内容に関すること（入札前） 

   草加市役所 契約課 

   電話 ０４８（９２２）１１２９（直通） 

 

 ⑵ 契約締結後の問合せ先 

   草加市立柿木公民館  担当 増田  

   電話 ０４８（９３１）３１１７（直通） 

 

 



 委託番号  

契約形態 業務委託 

 

仕 様 書 

 

１ 件  名 防火対象物点検業務委託（川柳文化センター） 

 

２ 履行期間 契約締結日から令和６年（２０２４年）３月３１日まで 
 

３ 履行場所 草加市青柳６丁目４５番１７号 

       草加市立川柳文化センター 
 

４ 支払方法 業務完了払い（年１回） 
 

５ 委託内容 履行場所にある防火対象物について、消防法第８条の２の２第１項（防火 

       対象物の点検及び報告）に基づく点検及び報告（報告書の作成及び届出含 

       む）を行う。 
 

６ 点検防火対象施設面積（延床）  

       １３５９．２３㎡ 
 

７ 調査資格 次の資格を有すること。 

       防火対象物における火災の予防に関する専門知識を有する者で、総務省令 

       で定める資格を有するもの 
 

８ その他 

 ⑴ 業務上知り得た事項を漏らしてはならない。 

 ⑵ 草加市環境マネジメントに基づく取り組みに協力すること。 

 ⑶ 草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例（平成１９年条例第１６号) 

  第６条及び草加市が締結する契約からの暴力団排除措置要綱(平成８年告示第１５５ 

  号)第９条の規定に基づき、次の事項を遵守すること。 

  ① 受注者及び受注者の下請け業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為 

   による被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、市長に報告 

   するとともに、所轄の警察署に通報すること。 

  ② 受注者は、市及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じること。 

 ⑷ 仕様書に疑義が生じた場合は、担当課と協議すること。 

 

９ 問い合わせ先 

 ⑴ 仕様書の記載内容に関すること（入札前） 

   草加市役所 契約課 

   電話 ０４８（９２２）１１２９（直通） 

 ⑵ 同等品以上の代替物の協議に関すること、契約締結後の問合せ先 

   草加市立川柳文化センター   担当 新井 

   電話 ０４８（９３６）４０８８（直通） 



 

 

仕 様 書 

 

 

 

１ 件  名 防火対象物点検業務委託（新里文化センター） 

 

２ 履行期間 契約締結の日から令和６年（２０２３年）年３月３１日まで 

 

３ 履行場所 草加市新里町９８３番地 草加市立新里文化センター 

 

４ 支払方法 業務完了払い（年１回） 

  

５ 委託内容 履行場所にある防火対象物について、消防法第８条の２の２第１項（防火対象 

       物の点検及び報告）に基く点検及び報告（報告書の作成及び届出含む）を行う。 

 

６ 点検防火対象施設面積（延床） 

       １３７３．４８㎡ 

 

７ 調査資格 次の資格を有すること。 

       防火対象物における火災の予防に関する専門知識を有する者で、総務省令で定 

       める資格を有する者 

 

８ その他  

 ⑴ 仕様書に疑義が生じた場合は、担当と協議すること。 

 ⑵ 業務上知り得た事項を漏らしてはならない。   

 ⑶ 草加市環境マネジメントシステムに基づく取り組みに協力すること。 

 ⑷ 草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例（平成１９年条例第１６号） 

  第６条及び草加市が締結する契約からの暴力団排除措置要綱（平成８年告示第１５５号）

  第９条の規定に基づき、次の事項を遵守すること。 

 ① 受注者及び受注者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為による被害を 

  受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、市長に報告するとともに、所轄の警 

  察署に報告すること。 

 ② 受注者は、市及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じること。 

 

９  問い合わせ先    草加市立新里文化センター  担当  大久保 

                      電  話 ０４８－９２７－３３６２ 

 

 


